緊急声明

国民投票法案に反対する

　新聞等によれば、与党は野党の反対を押し切り、国民投票法案を今次国会で成立させる意向である。われわれは、これに断固として反対する。

第一に、最新の世論調査によれば、改憲を支持する者はいまや国民の過半数を下回っている。とくに、九条を評価する者は圧倒的多数である。したがって改憲のための手続きを求める大義名分はない。

第二に、最新の世論調査によれば、国民投票法案の今国会での成立を支持する者は10％にも満たず、反対と慎重審議が多数である。したがって国民投票法案を今国会で成立させる大義名分もない。

第三に、与党の国民投票法案は欺瞞に満ちたものである。まず、憲法が改正要件として定める「国民の過半数」の賛成を「有効投票数の過半数」とすることによって、改憲のハードルを際限なく押し下げている。また、有料マスコミ広告を告示の２週間前まで野放しにすることによって、宣伝戦を資金力のある与党に圧倒的に有利にしている。次いで、500万人にも及ぶ公務員と教員の言論・表現の自由を封じることによって、改憲を容易にしている。さらに、憲法審議会と広報協議会を国会に設置し、その委員数を議席数に応じて比例配分することによって、これらがもっぱら改憲のための委員会として機能するようにしている。この他にもいくつか問題点がある。

国民投票法案は改憲を前提としたものであるが、改憲の目的は日本をアメリカに従って戦争する国にすることであり、国連中心主義と地域共同体形成によって平和と緊張緩和を達成しようとする国際社会の動きに逆行している。われわれは、平和と民主主義を願う研究団体として、また公務員とそれに準ずる者あるいは教員を多数擁する団体として、改憲とそのための国民投票法案に断固として反対することを、重ねて表明する。
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